
 

５７ 

議案第２６号 

 

   町道の路線廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、

町道の路線を別紙のとおり廃止する。 

 

 

  令和 ４ 年 ３ 月 ８ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 認定路線の起終点の見直し等に伴う町道の路線廃止について、道路法第

１０条第３項の規定に基づき、提案するものである。  



 

５８ 

緑ヶ丘１４号線 起点 おいらせ町緑ヶ丘六丁目５０番１５５６ 地先 

        終点 おいらせ町緑ヶ丘六丁目５０番１５７６ 地先 

        延長  ６０．２ｍ 

  


